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（株）ハウスコーポレーション 様 ◇ご回答日:2021 年 03 月 29 日（月） ◇受付番号:3180266

◇調査場所：神奈川県横浜市磯子区氷取沢町334-6 付近 ◇件名：（件名なし）

・【表示されている取出し管は現在使用されていない可能性がございます】

・文末の担当者または本管埋設状況確認センターまでお問い合わせください。

※ガス管圧力の種類と凡例、用途　　（高圧、中圧は一般用途にはご利用になれませんのでご注意ください）

（１）高圧：表示なし、輸送用のみ （２）中圧： 輸送用と主に産業用途 （３）低圧・中間圧： 家庭用等の一般用途

下記の文章について、必ずご一読ください。

◆弊社がガス本管埋設状況確認サービス（以下「本サービス」とします）でご提供する情報は、地形、道路形態、家形、高圧を除くガス本管の有無・工事予定ルート、
　埋設位置、口径です。なおご参考に、取出し管の分岐位置を表示しておりますが、個人情報保護のため宅地内の引込状況及びガスのご使用状況は表示しておりません。
◆弊社は、ご提供する情報が正確かつ最新であるよう努力しておりますが、それらについてはいかなる保障も致しません。また、本サービスご利用により生じたいかなる
　損害についても責任を負いかねますのでご了承ください。なお、実際の工事、ガス供給にあたっては、供給方式の検討・本支管工事の有無の確認が必要となります。
　予定ルートの施工状況確認も合わせて、原則６ヶ月以上前に各担当窓口にご相談くださるようお願いいたします。
◆本サービスで使用されている地図及び導管情報は、著作権法により保護されており、東京ガス(株)が著作権を所有しています。営利目的のご利用を禁止いたします。
　また、権利侵害となりますので、許可無く複製、改変、送信等を禁止いたします。

東京ガス株式会社
(お問合せ先)

担当部署：営業第二事業部　住設営業支援グループ　

営業担当者：東京ガス　住宅・業務用空調相談Ｃ

TEL：03-5322-8737 E-mail：sumateic@tokyogas-com.co.jp
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　埋設位置、口径です。なおご参考に、取出し管の分岐位置を表示しておりますが、個人情報保護のため宅地内の引込状況及びガスのご使用状況は表示しておりません。
◆弊社は、ご提供する情報が正確かつ最新であるよう努力しておりますが、それらについてはいかなる保障も致しません。また、本サービスご利用により生じたいかなる
　損害についても責任を負いかねますのでご了承ください。なお、実際の工事、ガス供給にあたっては、供給方式の検討・本支管工事の有無の確認が必要となります。
　予定ルートの施工状況確認も合わせて、原則６ヶ月以上前に各担当窓口にご相談くださるようお願いいたします。
◆本サービスで使用されている地図及び導管情報は、著作権法により保護されており、東京ガス(株)が著作権を所有しています。営利目的のご利用を禁止いたします。
　また、権利侵害となりますので、許可無く複製、改変、送信等を禁止いたします。

東京ガス株式会社
(お問合せ先)

担当部署：営業第二事業部　住設営業支援グループ　

営業担当者：東京ガス　住宅・業務用空調相談Ｃ

TEL：03-5322-8737 E-mail：sumateic@tokyogas-com.co.jp
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重要事項説明書付記 

 

１．「法令に基づく制限」については重要事項説明時点における内容であり将来、都市計画法・ 

建築基準法・その他の関係法規の改正ならびに、近隣住民との状況により、本物件の利用等 

に関する制限が付加または緩和され、将来、建築の際、同規模の建物が建築できない場合が 

あります。 

２．買主は、本件における住環境及び近隣関係（昼夜間の騒音等の状況、隣接地の建築物との

距離、電柱・電線・支線や道路標識の位置等・給排水設備や汚水・雨水・側溝など）を十

分に理解したうえ、売買契約を締結するものとします。尚、売買契約締結日以降に近隣の

第三者が建築基準法（都市計画の変更を含む）、その他の法令の許認可を得て建築物の建築

を行う場合があります。その際、本物件の日照・通風・住環境等に変化が生じる場合があ

ることを予め承諾するものとします。 

３．次の各号については、近隣住民の方々と互いに理解・了承するものとし、紛争が生じた場合、

当事者間で解決に努めるものとなります。 

① 近隣住民の駐車場出入庫の際や冷暖房室外機・給湯機等の諸施設に伴う機械音・並びに

生活音・振動・臭気等。 

② 隣地境界付近の樹木の越境、ならびにこれらに伴う落葉・土埃等。 

③ ゴミ集積所については、利用者全員で維持管理を行います。また、自治会および横浜市

環境事業局から指示・相談等は関係者と共有者で行うこととなります。 

④ 開発道路の維持管理は、共有者で行うものとなります。 

⑤ 幹線道路及びトンネルなどから車両通行の騒音。 

４．本件ごみ集積所（333番 14・雑種地・4.00㎡）の所有権は、共有持分（1/23）となります。 

５．氷取沢町内会に加入をお願いしています。ただし、加入の際は会費などが生じますので、 

自己の責任で参加・不参加を判断してください。 

町内会費 月額 300～700円  

６．本件宅地内に電柱のための支線が設置されています。また、敷地上空を配線等が通過する 

場合があります。 

７．本件及び隣地からの擁壁・崖等は維持管理を共同で行い、行政からの指示及び相談等は 

関係者間で行うものとなります。 

８．本件に建物を建築する際、建設業者及び住宅メーカーなどの地盤・地耐力調査において、 

地盤補強工事などを求められた場合、その費用は買主負担となります。建物の規模・重量・ 

構造などにより地盤補強の方法及び施工費用が異なりますので、ご承知おき下さい。 

９.本件は、整地を行っておりますが、完全に石・ガラなどが取りきれておりません。本契約は、 

現況有姿での引渡しとなります。 

 



 

10．融資特約の利用特約について、次の条項に該当するときは解除条項の適用外となります。 

  ①過去に金融機関等において返済不履行があった事実を告知しない場合。 

  ②告知していない借入(オートローン・カードローンなど)がある場合。 

  ③本契約締結後の勤務先変更・退職などによる融資承認取得が不可能な場合。 

④故意な提出書類の不備および遅延などによる融資承認取得が不可能な場合。 

11．本物件の所有権移転登記、並びに買主のローン借入にかかる抵当権設定登記等に関し、 

必要な費用等については買主の負担となります。但し、司法書士は売主の指定となります。  

司法書士  ：アット．法務オフィス 電話番号 045-640-0407 FAX045-640-0408 

12.本物件の販売価格は将来にわたり保証するものではありません。また、他分譲物件価格は、 

不動産市場等により変更する場合があります。 

13．本契約に関わる内金及び残代金・清算金等は金融機関振込書の控えをもって領収書の発行に

代えるものとします。 

14.売買契約書は原本１通のみの作成とし、買主が原本を、売主がその写しを保有します。 

契約書原本に貼付する印紙代は買主の負担とします。（以下余白） 
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